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日 時  平成 26 年 9 月 13 日（土）午後 1 時 

場 所  甲東福祉館 鹿児島市新屋敷町 6 番 35 号 
 



 

 

 

 

 

 

 

【乃木希典将軍と靜子夫人】 
赤坂乃木邸 

 

大正元年（1912 年）9 月 13 日撮影 

提供 東京乃木神社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【当時の銅像建立除幕式を伝える新聞記事】 
大正 8 年 11 月 28 日掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提供 南日本新聞社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料提供 松元綾児様 

 



 

【当時の銅像と村野山人翁】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1924（大正 13）年発行の『鹿児島市史』（下）によると、村野山人夫妻は 1919（大正 8）

年、鹿児島に帰省し、自らの意思と私財で建立した乃木静子夫人像（夫人の出世地新屋敷）

の除幕式 1 月 27 日（＊）に臨んだ。 

 列席者は、島津家（島津長丸他）、知事始め各界の代表数百名に及んだ。中には、西南戦

争の生き残り河野主一郎や婦人代表及び生徒代表もいた。 

山人はその式辞の中で大要次のように述べた。 

「乃木静子夫人の誕生地が我が鹿児島にあるのは、故郷の衿りであり名誉である。余はそ

の光栄に報いん為めに、此銅像建設を思い立ったものにて、古来英雄豪傑政治教育慈善宗

教家にして、その墳墓と共に誕生地を有する者は殆ど希なるに拘らず故、夫人の誕生地な

る此処に神として祀り、殊に大方諸氏の同情と賛成を以て其の竣工を見たるは幸甚である

伝々」 

 上記写真は、建立された当時の乃木静子夫人銅像である。現存する台座の上に正装した

静子夫人が座っている。座像は六角の茅屋根で蔽われている。また、境内には杉の井筒を 

以て囲われた産井も建設され、座像と合わせて、幾久しく婦徳の鏡として千秋万歳其の名

を残したのである。                     （＊）11 月 27 日？ 

 

「村野山人と乃木夫人銅像の建立」～「7 村野山人と乃木静子夫人銅像の建立」一部抜粋 

資料提供 池田芳宏様 

 

村野山人翁･･･嘉永元年（1848 年）薩摩藩出身。京阪電車の会社代表であったが、乃木

夫妻の殉死を聞いて強い衝撃と感銘を受け、乃木希典の一周忌に会社の職を辞し私財を投

じ、大正 5 年に京都の明治天皇陵南麓に乃木神社を創建。その 3 年後の大正 8 年（七十二

歳）の時、乃木静子生誕地近くに銅像を建立。大正 10 年七十四歳にて没。 

 



 

 

【当 時 の 銅 像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鹿児島県立図書館 所蔵 



 

 

【現 在 の 台 座】 
新屋敷甲突川左岸緑地公園（静子夫人生誕地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26 年 6 月 3 日撮影 

 

表『乃木将軍夫人湯地氏誕生之地』 

裏『大正 8 年（1919 年）11 月 27 日建之 村野山人 村野須美子』と刻まれる 

 

銘板がなく、石碑の裏も削られたのではないかと思われる痕がある（削りだしの石なのか

もしれない） 

（台座奥は『湯地定監海軍機関中将の頌徳碑』と記、靜子刀自の末兄定監大人の碑） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【誓  詞】 
（宣 誓 書） 

 

 

 

乃木靜子夫人奉賛会は 2年後となる平成 28年に夫人

銅像建立させるべく今事業遂行を目標に掲げます。 

地元地域への呼びかけご協力を必要とする上で、

我々実行委員会メンバーは虚心坦懐私心なく、また奉

仕精神を忘るる事なく、先の銅像建立に携わった先人

方のご遺志を引継ぐ事を、茲にお誓い申し上げ、本日

当奉賛会を発足させます。 

平成 26年 9月 13日 

 

乃木靜子夫人奉賛会 銅像建立実行委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



【当準備委員会・活動報告】（平成 26 年度） 
於 船魂神社参集所 

 

5 月 16 日正午 【第 1 回】 

米盛庄司・武昭一・宮田一男・平瀬葉子・簗瀬恵璃・宮原清滸・宮原聡伺・宮田昇 

 

6 月 5 日午後 1 時 【第 2 回】  

平瀬葉子・武昭一・宮田一男・簗瀬恵璃・宮原清滸・宮原聡伺・宮田昇 

6 月 24 日 趣意書・ポスター等印刷物 第 1 回校正  

 

6 月 26 日午後 4 時 【第 3 回】  

平瀬葉子・米盛庄司・宮田一男・武昭一・増田敏雄・佐藤高広 

簗瀬恵璃・宮原清滸・宮原聡伺・宮田昇・徳重英通 

 

7 月 3 日午後 1 時 台座・建立の件につき公園課と話し合い       於 鹿児島市役所 

平瀬葉子・佐藤高広・宮田昇 

 

7 月 17 日午後 4 時 【第 4 回】  

平瀬葉子・宮田一男・武昭一・増田敏雄・小島和彦・平田富美子・宮田昇 

 

7 月 21 日 メールアドレス取得・HP サイト開設準備 

7 月 22 日 趣意書・ポスター等印刷物 第 2 回校正  

7 月 24 日午後 1 時 当時の銅像写真提供の呼びかけ等、南日本新聞社訪問 

 平瀬葉子・宮田昇                 （7/31  17 面 情報提供記事掲載） 

 

7 月 29 日 南林寺郵便局にて振替口座・通帳口座開設手続き 

8 月 1 日 鹿児島信用金庫（かしん）武之橋支店 通帳口座開設手続き 

8 月 2 日・（同月 20 日）池田芳宏様より情報提供  8 月 4 日 松元綾子様より資料提供 

 

8 月 7 日午後 4 時 【第 5 回】  

平瀬葉子・米盛庄司・宮田一男・川窪宏一・佐藤高広・小島和彦・平田富美子 

中島和美・原口政雄・宮田昇・宮原聡伺・黒岩信彦・ナカムラ（2 名） 

8 月 8 日午後 2 時 尚古集成館館長様より資料提供 

    午後 3 時半 南林寺郵便局にて振替口座振込み用紙申請手続き 

 

8 月 17 日午後 2 時 県立図書館原口館長面会  午後 3 時 維新ふるさと館 

 平瀬葉子・宮田昇 

8 月 21 日午後 3 時 趣意書・ポスター等印刷物 最終校正        於 塩竃神社社務所 

 平瀬葉子・佐藤高広・宮田昇・広和印刷 

 

8 月 28 日午後 5 時 【第 6 回】                      於 甲東福祉館 

平瀬葉子・米盛庄司・宮田一男・増田敏雄・佐藤高広・平田富美子・前迫栄二郎 

幾村雪江・杉元スミ子・上川雅重・中島和美・飯山登・原口政雄・宮田昇・宮原聡伺 

 

9 月 7 日午後 7 時 発足式資料作成                     於 塩竃神社 

 平瀬葉子・簗瀬恵璃・宮原清滸・宮田昇・宮原聡伺 

 

9 月 11 日午後 4 時 【第 7 回 ～奉賛会発足式諸準備】           於 甲東福祉館 

 

9 月 13 日午後 1 時 奉賛会発足式                     於 甲東福祉館 

 

 

米盛相談役より準備支度金として一金参拾萬圓並びに A4 サイズ封筒をご寄進戴く 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

【今後の活動予定】 
 

 

準備委員会 

 

↓   

 

      奉賛会発足式   【平成二十六年 九月十三日（土・先負）】 

２０１４年 

 

        ↓   

           募金活動      年に何度かテレビ・ラジオにて呼びかけ 

銅像制作打合せ 

役員会・会計報告 

乃木家・湯地家の子孫等連絡 

           サイト・ブログ運営管理 「乃木靜子夫人奉賛会」 

              HPＵＲＬ  http://www.geocities.jp/shizuko_housankai/ 

               メールアドレス    shizuko_housankai@yahoo.co.jp 

 

      募 金 活 動 

 

            

      街頭募金活動   【平成二十七年 九月十三日（日・友引）】 

 

        ↓  役員会・会計報告・建立打合せ等 

 

 

      銅 像 建 立  【平成二十八年 十一月 予定】 

                ２０１６年 

      （除 幕 式）   

 

 

        ↓  募金活動 平成二十九年 七月末終了 

 

 

      記 念 式 典  【平成二十九年 九月十三日（水）】 

                ２０１７年 （没後 105 年ご命日） 

 

 

        ↓  役員会・財務整理 

 

      奉賛会解散式    

 

        ↓ 

 

      乃木静子夫人顕彰会（仮称）として引継ぎ 

 

http://www.geocities.jp/shizuko_housankai/
mailto:shizuko_housankai@yahoo.co.jp


 

【乃木靜子銅像建立予算書】 

平成 26 年 8 月 28 日作成 

 

歳入予算の部 
 

平成 26 年 9 月 13 日 ~ 同 29 年 8 月 31 日 

款 項 目 収入予算額 比較増減 収入決算額 備  考 

一款  募 金  10,000,000    

一項  募 金 10,000,000    

一目  募 金 9,990,000    

二目  預金利息   10,000    

     

 

歳入合計 

 

10,000,000 

 

 

 

 

 

 

 

歳出予算の部 
 

款 項 目 支出予算額 比較増減 支出決算額 備  考 

一款 建立費  7,000,000    

一項 建立費 7,000,000    

一目 銅像建立 5,000,000   ㈱ナカムラ見積・座像 

二目 建立備品 2,000,000   寄付・説明文の碑文・据付作業費 

     

二款 需要費  1,500,000    

一項 需用費 1,100,000    

一目 備品費 100,000    

二目 印刷費 500,000   ポスター・趣意書・領収書の発行 

三目 通信運搬費 200,000   切手・郵送費等・振込み手数料 

四目 文具事務費 100,000    

五目 雑  費 200,000   公園生誕地に案内掲示板 他 

二項 諸  費 400,000    

一目 会議費 200,000    

二目広報活動費 200,000    

     

四款 祭典費  200,000   地鎮祭・竣工祭（除幕式） 

一項 祭典費 200,000    

一目 祭典費 150,000   祭壇設置・奉仕料 

二目 補設費 50,000   テント・椅子他 

     

六款 式典費  800,000   発足式・除幕式・記念式典 

一項 式典費 800,000    

一目 接待費 300,000   市内ホテル・県外来賓招待者宿泊費等 

二目 記念品 200,000    

三目 記念冊子 200,000   式典にて配布 

四目 感謝状 100,000    

     

七款 予備費  500,000    

一項 予備費 500,000    

一目 予備費 500,000    

 

歳出合計 

 

10,000,000 

   



 

 

【募金活動並びに当会口座について】 
 
募金活動について、A「街頭活動」と B「郵送でのご依頼」とする。 

A「街頭活動」は直接趣意書とチラシを手渡してご理解を頂き、領収証は当会指定の領

収証に記入しお渡しする。 

 

B「郵送でのご依頼」は趣意書・チラシ・郵便局お振込み用紙（図 1 振込取扱票）を同

封。ご入金確認後、募金者へ領収証と礼状を送付若しくは持参する。 

 

個人・団体問わず、募金を戴いた寄付者の氏名・住所・電話番号等は必ず「芳名書」に

明記する。（特に氏名に関しては旧字体等含め間違う事がないよう正確に）。 

 

お振込みについて、下記の郵便局の口座を設けている。 

 

 

1、募金お振込み口座 

 

郵便局振替口座 

名義 乃木靜子夫人奉賛会（ノギシズコフジンホウサンカイ） 

記号 ０１７９０  １   番号 １４２８３８ 

 
（郵便局備え付けの振込み用紙にてご入金出来ます） 

 

 
 

振込用紙は 2 種あり、振込時の負担料金は、赤用紙が加入者（当会）側、青用紙が振込

者（募金者）側となる。振込料金は下記の通りである。 

 

振込料金（手数料）  

郵便局 振込金額 

5 万円未満 5 万円以上 

通常払込み 130 円 340 円 

ATM 70 円 290 円 

 

他の金融機関から振込を受ける際は、下記の振込み用の店名・預金種目・

口座番号をお振込み人さまにお知らせ下さい 

 
銀行名 ゆうちょ銀行 

金融機関コード 9900 

預金種目 当座 

店 名 一七九店（イチナナキユウ店） 

口座番号 0142838 

 



 

 

図 1 振込取扱票 赤用紙 振込料金 加入者負担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2、当会一般会計用通帳 

 
当会一般会計用通帳として、下記の口座を設けている。 

 

 

 

 

ゆうちょ銀行（総合口座） 

名義     乃木靜子夫人奉賛会 

      記号 １７８３０   番号 ２４３７８９３１ 

 

 
 

鹿児島信用金庫（かしん）武之橋支店 普通預金 

名義 乃木靜子夫人奉賛会 

店番 ０１２     口座番号 ７５２３１２７ 

 

 

 

 

 



 

乃木靜子夫人奉賛会 会則 
 

 

第１章〔総 則〕 

▼ （名 称）第１条 本会は、乃木靜子夫人奉賛会と称する 

▼ （事務所）第２条 本会は、事務所を鹿児島市新屋敷町５番１５号・船魂神社参集所

内に置く 

▼ （目 的）第３条 本会は、乃木靜子夫人銅像建立を目指すことを目的とする 

▼ （事 業）第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動、奉賛協力する 

1. 乃木靜子夫人銅像建立の告知・案内 

2. その建立に関する奉賛協力 

3. 乃木靜子夫人の遺徳顕彰 

4. その他、本会の目的を達成するための必要な諸活動 

 

第 2 章〔奉賛者〕 

▼ （奉賛者）第５条 

1. 本会の奉賛会会員は、次の２種とする 

 

（１） 個人・団体・法人  一口（１０，０００円）何口でも可 

（２） 特別者       相当高額の金品を一時に納入するもの 

 

2. 本会の目的並びに事業に賛同し、協力する個人、又は団体であって、相談役が特に推

薦するものについては、会長、副会長の協議により理事とすることが出来る 

▼ （待 遇）高額奉賛者（一口５０，０００円以上）に関し、永久的に石碑に刻銘する

等、便宜を与えられる 

 

第 3 章〔役員等〕 

▼ （役員の種別）第６条 本会に次の役員を置く 

1. 顧 問   若干名 

2. 相談役   若干名 

3. 会 長   １名 

4. 副会長   １名～２名 

5. 理 事   若干名  

6. 監 事   ２名 

7. 事務局   ２名 

 

▼ （特別職の選任）第７条 顧問、及び相談役は、特別職とし理事会の中で推挙、会長

がこれを委嘱する 

▼ （特別職の任期及び職務）第８条 顧問、及び相談役は、任期を設けず、奉賛会の相

談役となり、会務においては執行権及び議決権を有しない 

▼ （役員の選任及び選出）第９条 

1. 会長、副会長、理事及び監事は、理事会で選任し、会長がこれを委嘱する 

▼ （役員の任期）第１０条 

1. 本会の役員任期は、３年とする 

2. 役員交代、又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は、現任者の残任期間と

する 

3. 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う 



 

▼ （役員の職務）第１１条 

1. 会長は、会務を総括し、本会を代表する 

2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は、会長が欠けた時は、その職務

を代行する 

3. 理事は、理事会を組織し、本会会務を議決し、会務を執行する 

4. 監事は、本会の会計並びに会務の執行について監査を行う 

5. 監事は、役員会において意見を述べることが出来る 

 

第 4 章〔会 議〕 

▼ （総会の招集、開催及び議決）第１２条 

1. 総会は、理事以上の役員及び、監事を以って構成し、毎年会計年度終了時期から２ヶ

月以内に開催し、会長がこれを招集する。  

2. 総会の議長は、１名とし、会長が務める。 

3. 総会での議決は出席者の過半数の同意を得て議決する。可否同数の時は議長が決する 

 

▼ （各種の委員会）第１２条 

1. 本会の事業を遂行するため必要があるときは、当該事業についての委員会を設け委員

を委嘱することができる 

2. 委員会についての要項は、理事会の議決を経てこれを定める 

▼ （事務局及び職員）第１３条 本会の事務を処理するため事務局を設け事務局長を置

く 

▼ （会計年度）第１４条 本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終わ

る 

▼ （収支の予算決算）第１５条 本会の収入、支出は、予算に計上し、決算は年度終了

後２ヶ月以内に理事会の議決を経て総会の承認を得るものとする 

▼ （特別会計）第１６条 

1. 本会の事業遂行上特別の必要があるときは、総会の承認を得て特別会計を設けること

が出来る 

2. 前項の特別会計は、第１５条の収支予算に計上しなければならない 

 

 

 

附則   本会則は平成 26 年 7 月 17 日からこれを施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ご協力 

東京乃木神社・南日本新聞社・尚古集成館・鹿児島県立図書館 

大明丘 池田芳宏様・星ケ峯 松元綾児様・新栄町 堀之内藤子様 

「明治ガイド 写真と名言、年表で人物を身近に。明治がわかる総合サイト」 

http://meiji.bakumatsu.org/ 
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